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研究成果の概要（和文）：発注・設計側と施工側とが工事段階で協調して工事内容（設計）を確

定していくしくみは、我が国のみならず、英米等の諸国でもその普及が進んでいる。しかし両

者を比較すると、英米等では、発注・設計側の要求を契約文書で明確に示すしくみ、確定過程

で生ずる変更に対する契約条件の調整のしくみ、設計を担う専門家の責任の範囲等を明確にす

るしくみが、標準化されて契約方式や契約図書の内容に組み込まれ、それ故、多様な調達方式

が的確に運営されうるようになっている実態が明らかになった。我が国の将来の建築生産にお

ける発注・設計側と施工側との協調を健全に運営していく透明性の高いしくみ作りに資するこ

とができる。 
 
研究成果の概要（英文）：Recently, the ways to develop and finalize the contents of 
construction plans (detailed design) through collaborative activities between Employer/ 
Design team and Construction team have become popular in not only Japan but also other 
countries such as UK and USA. However, if compared, standardized practices have been 
established in UK or USA, to express relevant requirements of Employer/Design 
professionals clearly in contract documents, to adjust contract conditions where any 
changes deriving from such collaborative design process, and define and limit the liability 
of professionals who take responsibilities for design. And, because of these mechanisms, it 
would become possible to operate diverse procurement methods without major conflicts. 
These mechanisms must be utilize to develop and establish more transparent and holistic 
system in order to operate such collaborative works between Employer/Design team and 
Construction team more effectively and adequately. 
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１．研究開始当初の背景 
 2005 年に発生した構造計算書偽装事件は、
建築生産の信頼性を根底から覆すものであ
った。それ以前より多発している建築プロジ
ェクトの品質事故などを含め、建築生産プロ
セスの進められ方や体制に、疑問が発せられ
たものであると考えるべきである。建築生産
組織内部においても、成果物が発注者の意図
と食い違うことによる不満や、工事費用の変
動、成果物の瑕疵責任などプロジェクト実施
に伴うリスクの受注者側への偏在などとい
った問題が指摘されることが多くなってい
る。こうした問題は、設計図書による発注者
側の意図伝達や契約に基づく発注者・受注者
間の役割の分担のされかたに何らかの不具
合が生じていることを意味する。またこの役
割分担の不透明さが、上述の建築プロジェク
トの品質事故や偽装等の問題につながって
いることも予想される。 

建築プロジェクトの実施においては、伝統
的な設計施工分離方式や設計施工一括方式
にとどまらず、近年では CM 方式、性能発注
方式、PFI 事業等、多様な調達方式の導入が
みられており、建築主、設計者、施工者等の
関係主体各々の役割や相互関係は、大きく変
動してきているものと思われる。 

しかし、我が国においては、関係法規や契
約慣行等の制約から、プロジェクト運営の
「たてまえ」としては、伝統的な設計施工分
離方式や設計施工一括方式のための契約規
範などを使用し、当事者間の暗黙の了解と調
整などを通じて、運営に支障が生じないよう
な努力が払われていると思われる。しかし、
構造計算書偽装事件などの背景分析を通じ
て、設計図書の不完全さと、これに起因する
伝統的な契約方法に基づく発注者・設計者・
施工者の役割分担との不整合の問題が顕在
化してきており、その解決のため発注・契約
手法における問題把握や改善検討の必要性
が高まっている。 
 
２．研究の目的 
 本研究は、上記の背景を踏まえ、我が国に
おいても、特に設計者と施工者の役割関係が
きわめて多様化してきており、実質的に多様
な調達方式として実行されているという現
実認識に基づき、施工者側に委ねられる設計
に関する役割の範囲が各々の調達方式に応
じて変わることに着目し、設計に関する発注
者・受注者間の役割分担の多様性と、設計図
書を含む発注・契約図書のありかたとの関係
を捉えることによって、多様な建築プロジェ
クトの実施における不具合の発生を未然に
解決し、健全な建築プロジェクト運営を実現
するための手法の構築を目指したものであ
る。 

 より具体的には、設計に関する契約上の役
割分担と設計図書で示される要求条件との
不整合の可能性、及びプロジェクトにおける
不具合発生と役割・要求条件間の不整合の関
係を分析するとともに、諸外国の多様な発
注・契約方法に対応した契約約款群の実況把
握を行い、①発注時点での設計の具体化の度
合いを的確に反映しうる設計図書の情報記
述手法の検討と、②調達方式に応じて設計情
報伝達や関係者間の設計に関する役割分担
を的確に管理できる発注・契約図書のありか
たを考察することを目的とした。 
 
３．研究の方法 
 ①多様なプロジェクトにおける、契約書・
約款、設計図書の実例及び関連情報収集、②
建築プロジェクトにおける契約内容に関す
る紛争等の事例収集・分析、③諸外国の多様
な発注・契約方法に対応した契約約款群の実
況把握、④我が国の建築プロジェクトに適用
される設計図書特に仕様書に規定される「施
工者への指示内容」の詳細把握、の 4 事項を
軸として研究を進めた。 
 これらの研究対象事項を具体的に把握し
ていくために、国内での実務者へのインタビ
ューとプロジェクト事例での適用図書類の
収集、公共建築工事及び民間工事における標
準的な仕様書類及び関連文献の収集と規定
内容の整理、同様の目的による、英国(2 回)
及び米国への現地インタビュー調査と関係
図書類及び文献の収集を行い、研究分担者及
び研究協力者との討議、ケーススタディ等を
通じて、これらの収集情報の分析と検討を行
った。 
 
４．研究成果 
 3 年間の研究を通じて得られた知見を以下
に取りまとめる。 
(1)国内状況関係； 
①公共・民間の工事請負契約のための標準的
契約約款について、戦後から今日に至るまで
の変化を抽出・把握した。施工の方法の選択
や工事プロセスの管理の役割は、特に昭和 40
年代後半以降、標準的契約約款における「自
主施工」の原則の導入にみられるように、施
工側に大きく委ねられるようになったが、
「設計」に関しては、従前より、工事請負の
契約履行に必要十分な設計図書を発注者(設
計者)側で準備して工事に臨むという建前は
本質的に変わっていない。建設業法や建築基
準法・建築士法等の関係法令規範においても
同じことが言える。 
②しかし、工事の各部分を含むより詳細なあ
りよう・やりようを規定する工事仕様書レベ
ルでは、時代の推移とともに大きな変化が見
られた。上述の工事の管理に関係する、例え



 

 

ば施工計画や試験・検査等に関する項目が、
発注者(設計・監理者)側の役割から、次第に
施工者側に移って行った経緯が見て取れた。
さらに、内外装、設備等の工種をはじめとし
て、例えば図面・仕様書に規定した材料や工
法・構法と並行して「同等以上」のものを認
める規定を仕様書に導入したり、設計意図を
工事冒頭で伝達し、その実現については、施
工者が立案・作成する施工図を設計側が検討
して承認するといったプロセスを仕様書で
規定することなどによって、施工者側の技術、
ノウハウを活用したり、施工者を含む関係者
総体による総合的な施工性の検討を含めて
材料・構法を決定するというプロセスなどが
工事発注後の工事施工段階で採られるよう
になった過程を見て取ることができた。 
③上述の工事施工段階における工事内容(設
計)の確定は、現実には、設計者・監理者と
施工者との情報交換・意思疎通を通じて行わ
れているが、その場合の役割・責任関係や、
工事内容の確定結果が、工事請負契約の締結
時点から変わってしまった場合の工事費・工
期等の調整の方法に関しては、明確な規定は、
約款にも仕様書にも明らかにされていない。 
 
(2)海外（英・米）における状況； 
①特に英国においては、かなり以前から、「請
負者による設計 Contractor’s Design」という
概念が、標準的な契約約款の上でも表れてき
ていた。1960 年代にはすでに、数量書（我が
国における仕様書的な役割の一部も果た
す。）に、工事の結果が満足すべき状態等を
文章として書くことによって、実質的に工事
対象の具体的内容の立案を請負者に委ねる
慣行が導入されていたといわれる。この仕組
みは、1980 年代の標準契約約款の改定ととも
に「性能仕様による工事 Performance 
Specified Work」に関する規定が標準化され、
さらに「請負者による設計部分に関する補則
Contractor’s Design Portion Supplement：
CDPS」が導入され、さらに 2000 年代には、
この CPD が本則化して今日に至っている。
このCPDに関しては、当初工事契約段階で、
ⅰ）発注者側は「性能」条件を含む「発注者
要求事項 Employer’s Requirements」を契約
図書上明記し、これに対してⅱ）請負者側が
「請負者提案 Contractor’s Proposals」を提
出して契約が確定するとともに、ⅲ）段階的
に詳細設計を提出し、ⅳ）発注者側の監理者
の検討・承認を受けることが定められている。
さらにその過程で工事費や工期に影響が及
ぶようなことが生じた場合には、その変更が
なされること等が「約款」レベルで明記され
ている。 
②一方、インタビュー調査等を通じて、英・
米の「工事と併せて設計(の一部)をも請け負
う施工者」であるデザインビルダーは、我が

国の設計施工一貫の形態と異なり、設計専門
家（建築家、エンジニアなど）が同一企業に
属しているわけではなく、プロジェクトごと
に設計専門家が施工企業に雇用される形で
デザインビルドの業務を行うことが一般的
であることが把握された。また、英国では、
設計を行う専門家は、慣習法上、「合理的な
技能と注意 Reasonable Skill and Care」を
用いて設計を行う義務が課され、その義務が
果たされないとみなされると損害賠償の責
任を負う。また設計と工事(生産)を併せて行
うデザインビルダーには、「目的適性 Fitness 
for Purpose」即ち“使い物になる”物を提供
する義務が課される。後者は、過失がないと
しても賠償責任を逃れない厳格責任である。
デザインビルダーの一員として設計に携わ
る専門家に、「目的適性を実現できる設計」
を行う義務を課すことになることはバラン
スに欠けるとして、上記の約款上、設計を行
う請負者の「設計」責任は、通常の設計専門
家に課される合理的技能及び注意義務に限
定する旨が明記されていることは特筆に値
する。 
③最終年度の米・英調査で明らかになったが、
建築生産における「賠償責任」は、工事完成
後の建築物における瑕疵の発生に対しての
みではなく、設計図書や指示の不備による施
工側(特にサブコン)からのクレーム（契約内
容の明確化要求とそれに伴う工事費等の改
定(増額)要求）や、その処理の不備による工
事の遅延等による発生損害も、その対象にな
る場合があり、また、そうした賠償請求に備
えるためには、「専門家賠償責任保険」の付
保が不可欠となる。一方、そうした保険付保
ができる(保険会社が契約を受け入れる)た
めには、設計専門家の責任範囲が一定レベル
に限定されていなければならない。また、デ
ザインビルダーも、設計に起因する賠償請求
にこたえるためには、そうした保険を付保す
ることができる専門家(建築家等)を雇用し
て、設計にあたらせる必要がある、といった
複雑な状況を把握することができた。 
④また、これらの帰結として、伝統的な設計
施工分離の調達方式に拘泥するのではなく、
コスト・工期の合理化、関係者のリスクの低
減等、それぞれのプロジェクトのニーズに応
じた調達方式、例えば英におけるノベーショ
ン（Novation：建築主と契約し基本設計段階
までを担当した設計専門家が、その後プロセ
スを担当するデザインビルダーに雇用され、
詳細設計に関与する方式）、米におけるブリ
ッジング（Bridging：建築主は設計専門家を
雇用して基本設計までを行い、この段階でデ
ザインビルダーと契約を行い、デザインビル
ダーは別途設計専門家を雇用し詳細設計を
進める方式）などが出現・普及している。 
 



 

 

(3)調達方式の多様化に対応した設計図書等
のありかた； 
①発注側と施工側の協調した体制における
工事内容（設計）の具体化・確定は、建築技
術の多様化・高度化やプロジェクトの複雑化
と、その一方での技術・材料等の供給側の専
門分化などの実態を考えると、今後を含めて
不可逆的な建築生産体制の変化であるとみ
られる。 
②「設計」側から「工事請負」側へ、部分的
な設計を含めた「引き継ぎ」が行われる場合
の「情報」のありかたについて整理した。英
米では、例えば外壁部品の耐水性、耐風性等
そうすることが適切な部位・部品に関する性
能仕様書を除き、工学的・定量的（測定可能）
な指標のみではなく、形状・仕上がり状態に
関する「意図」、材料・仕上げ見本や施工の
前例等の「参照資料」等を、必要に応じて組
みあわせ、仕様書等に明記し、設計意図の伝
達を行っている実態を把握した。我が国でも
類似の実務形態がとられている部分もある
が、施工図の検討・承認等の機会における口
頭による意思の伝達等が多く行われている
現状もある。 
③上記の「性能」要求情報に匹敵する重要な
事項として、工事費・工期に関する契約条件
の変更の可能性及びその処理プロセスに関
すること、設計を担当することによって生じ
る責任の性質と範囲等が、契約図書上どのよ
うに規定・処理されるのか、さらにはそのあ
りように影響する、法規範、契約規範以外の、
例えば保険システム等の関連社会システム
の在り方も含めて総合的・全体的に見渡して、
複雑化を増す建築生産に的確に応えること
のできる、設計図書・契約図書のありかたや、
プロジェクト運営のためのマネジメント規
範、契約規範のあり方を構想することの重要
性を認識した。 
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